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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池容器に形成された注液口に螺着される液栓であって、
　前記液栓は前記注液口に螺着された場合に前記電池容器の外側に配される頭部と、前記
頭部に連設されて電池容器内部に位置する２つの筒状体を備え、
　前記頭部は、前記電池容器内部と外部とを連通させる排気孔を有しており、
　前記筒状体のうちひとつは前記注液口に螺着可能なねじ部が形成され、もうひとつの筒
状体は下端から上下方向にのびるスリットが形成されるとともに前記ねじ部が形成された
筒状体よりも内側に配されていることを特徴とする蓄電池用液栓。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、蓄電池用液栓に関する。
【背景技術】
【０００２】
　蓄電池用の注液口には電解液が外部に漏れるのを防止するために、液栓が装着される。
このような液栓としては、従来、特許文献１に記載のものなどが知られている。
【０００３】
　このものは、注液口に装着された場合に電池容器の外側に配される頭部と、頭部に連な
る筒状の筒状体とからなり、筒状体の上方の外壁面には注液口に螺着可能なねじ部が形成
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されている鉛蓄電池用の液栓である。この液栓の頭部には筒状体の内側に連通する排気孔
が形成され、充電時に発生するガスを外部へ排出するようになっている。
【０００４】
　ところで、鉛蓄電池においては、過充電などによって極板上で発生したガスが、電解液
内に気泡となって存在することで電解液の液面上昇が発生することがある。
【０００５】
　電解液の液位が液栓の筒状体の最下部を超えて上昇すると、電解液の液面によって筒状
体の内外が遮断される。このことは、電池内で発生したガスを排出する経路が遮断される
ことを意味するから、筒状体の外側に滞留したガスの圧力により筒状体の内側の電解液の
液位が上昇し、ついには排気孔から電池外部へ溢れ出すことがある。
【０００６】
　これを防ぐために、一般的な液栓においては、筒状体に上下方向にのびるスリットが形
成されており、電解液の液位が筒状体の最下部を超えて上昇してもスリットが電解液を逃
がすことにより還流される作用を奏するため、排気孔にいたる経路を電解液で遮断される
ことなくガスを排出できるようにしている。具体的には、図３に示すように、従来の液栓
２０においては、液栓の排気孔（図示せず）が設けられた頭部に連接した筒状体２１が設
けられ、頭部の直下にパッキンの装着領域１７が形成され、さらにその下方にねじ部１８
が、さらにねじ部の下方領域には上下方向に伸びるスリット１６が形成されている。
【０００７】
　電解液の液面上昇が発生した場合に液栓のスリットは蓄電池内部で発生したガスの排出
経路を確保する機能を有する。従って、スリットの上端はなるべく高い位置に設定した方
が望ましいといえる。
【特許文献１】特開２００３－１７８７４９公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、スリットの上端位置を出来るだけ高くするために、ねじ部領域内にスリ
ットの上端を設定すること、すなわちスリット１６をねじ部１８に交差させて形成するこ
とも可能ではあるが、この場合、交差部分においてねじ部の一部を切り取られることにな
るため、ねじ部の一部にねじ山のない部分ができる。そうすると注液口に螺着し難くなる
上に、液栓が傾いて装着されることがある。さらに、ねじ部自体の強度が下がるため、螺
着不良による漏液が起こりやすくなるうえ、耐衝撃性も低下する。
【０００９】
　また、スリットの上端を高い位置に設定するために、スリットの上端のねじ部形成領域
を少なくすると、螺着不良による溢液発生の原因にもなる。
【００１０】
　すなわち、従来の技術では液栓の充分な螺着性を確保しつつ電解液の溢液性を防止する
には、スリットはねじの真下部までと設定するのが限界であった。
【００１１】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、スリットをねじ部と交
差しないようにするとともに、スリットの位置をできるだけ高い位置に設定することで、
ガス発生時に電解液が溢れ出し難い液栓を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の目的を解決するための手段として請求項１の発明は、電池容器に形成された注液
口に螺着される液栓であって、前記液栓は前記注液口に螺着された場合に前記電池容器の
外側に配される頭部と、前記頭部に連設されて電池容器内部に位置する２つの筒状体を備
え、前記頭部は、前記電池容器内部と外部とを連通させる排気孔を有しており、前記筒状
体のうちひとつは前記注液口に螺着可能なねじ部が形成され、もうひとつの筒状体は下端
から上下方向にのびるスリットが形成されるとともに前記ねじ部が形成された筒状体より
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も内側に配されている特徴を有する。
【発明の効果】
【００１３】
　＜請求項１の発明＞
　請求項１に記載の発明によれば、ねじ部が形成されている筒状体とスリットが形成され
ている筒状体とは別個であるため、ねじ部形成領域を少なくしたり、ねじ部領域内にスリ
ットの上端を設定しなくても、スリットの上端をねじ部の位置に関係なくスリットを高く
設定でき、その結果、過充電などによって電解液面が上昇しても、電解液が溢れ出し難い
液栓を提供することができる。また、ねじ部もスリット位置に関係なく必要十分に形成で
きるので、確実な螺着が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の実施形態を図１ないし図２によって説明する。
【００１５】
　本実施形態の液栓１０は、鉛蓄電池の注液口（図示せず）に螺着されるものであり、図
１に示すように全体としてボルト形状をなす樹脂製の液栓１０である。この液栓は、４６
B２４型、あるいは９５D３１型などの自動車用電池に好適に適用できる。詳しくは、本実
施形態の液栓１０は、注液口に螺着された場合に電池容器の外側に配される円盤状をなす
頭部１１と、この頭部１１から連設されて電池容器の内部に位置する円筒状の筒状体１３
（外径２２ｍｍ）と、筒状体１３の内側に位置する筒状体１２（外径１８ｍｍ、長さ３０
ｍｍ）とを備える。
【００１６】
　頭部１１には、充電時に発生するガスを外部へ排出するための排気孔１４が、頭部１１
の内部まで貫通して形成されている。
【００１７】
　頭部１１の内側面よりも下方の筒状体１２の内部には、振動による電解液の溢出を防止
する防沫体が筒状体１２の下端部から挿入されて取り付けられることができるようになっ
ている。この防沫体は筒状体１２の下端部に形成された２つの係止部１５に係合させるこ
とで下方に抜け落ちないように係止可能となっている。
【００１８】
　さらに筒状体１２の下方領域には上下方向に伸びるスリット１６が形成されている。
【００１９】
　一方、筒状体１３は、その上端部（頭部側）の外壁面には、注液口からの電解液の漏れ
を防ぐリング状のパッキンの装着領域１７が設けられ、パッキンの装着領域１７のすぐ下
側には、注液口に形成されているめねじ部に螺着可能な、ねじ部１８が筒状体１３の外壁
にねじ山が形成されているとともに、筒状体１３の長さは、およそパッキンの装着領域１
７とねじ部１８との長さとの総和程度に設定されている。
【００２０】
　次に本実施形態の液栓１０の効果について説明する。
【００２１】
　本実施形態の液栓１０においては、前述したように、ねじ部１８を備える筒状体１３と
、スリット１６を備える筒状体１２とが別個に形成されているため、図２に示すように、
ねじ部１８の位置に関係なくスリットの上端位置を高く設定できる。
【００２２】
　その結果、本実施形態によれば、ねじ部１８の領域を少なくしたり、ねじ部１８の形成
領域に内にスリット１６の上端を設定しなくても、スリット１６の上端を高い位置に設定
することが出来るから、ガス発生時に電解液が溢れ出し難い液栓１０を提供することが出
来る。また、螺着不良による溢液も防止できる。
【００２３】
　＜他の実施形態＞
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　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術範囲に含まれる。
【００２４】
　（１）上記実施形態においては、スリットを形成した筒状体の下端部を下端として、下
側面が筒状体の外側面と交差する位置を上端とするスリットを形成していたが、スリット
の下端は筒状体の下端部よりも上方の位置であってもよいし、スリットの上端は、下側面
が筒状体の外壁面と交差する位置と同じ位置でなくてもよい。
【００２５】
　（２）上記実施形態においては、スリットが筒状体の中心軸に対して対称な位置に２つ
形成されていたが、スリットは筒状体の中心軸に対して必ずしも対称である必要はなく、
スリットの数は２本に限定されない。
【００２６】
　（３）上記実施形態においては、ねじ部を形成した筒状体の長さやねじ山の数を設定し
たが、十分な電解液の溢出防止性や螺着部の強度が得られればよく、筒状体の長さやねじ
山の数、さらにねじ山の幅、右ねじか左ねじか、あるいはねじ部のみからなるか否か等の
設定は、当業者が適宜なし得る設計事項である。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施形態の液栓を下方から見た斜視図
【図２】実施形態の液栓を上方から見た斜視断面図
【図３】従来の液栓の下方から見た斜視図
【符号の説明】
【００２８】
１０・・・液栓
１１・・・頭部
１２・・・スリットを形成した筒状体
１３・・・ねじ部を形成した筒状体
１６・・・スリット
１８・・・ねじ部
２０・・・液栓
２１・・・筒状体
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【図１】



(6) JP 5286800 B2 2013.9.11

【図２】
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